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は
じ
め
に

　
古
代
の
難
波
の
歴
史
は
長
い
。
縄
文
時
代
や
弥
生
時
代
の
人
骨
や
遺
物
を

出
土
す
る
森
の
宮
貝
塚
の
時
代
、
伝
説
的
な
応
神
天
皇
の
難
波
大
隅
宮
、
あ

る
い
は
仁
徳
天
皇
の
難
波
高
津
宮
の
時
代
は
措
く
と
し
て
も
、
上
町
台
地
上

に
す
く
な
く
と
も
十
六
棟
の
大
倉
庫
蔽
の
造
営
さ
れ
た
五
世
紀
以
後
、
難
波

の
地
は
、
い
く
た
び
か
政
治
・
経
済
の
重
要
な
歴
史
の
展
開
す
る
舞
台
と
な

っ
た
。
そ
し
て
七
世
紀
中
葉
に
は
孝
徳
天
皇
の
難
波
長
柄
豊
碕
宮
が
営
ま
れ
、

同
世
紀
の
後
半
に
は
天
武
天
皇
に
よ
っ
て
、
飛
鳥
浄
御
原
宮
に
対
す
る
副
都

と
し
て
難
波
宮
が
造
ら
れ
、
八
世
紀
前
半
、
聖
武
天
皇
は
新
た
に
難
波
宮
の

建
設
に
着
手
し
、
約
二
十
年
後
に
は
難
波
遷
都
の
勅
が
出
さ
れ
た
。

　
聖
武
朝
の
難
波
遷
都
は
実
際
に
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
副
都
と
し
て
の

難
波
宮
は
、
八
世
紀
末
の
桓
武
天
皇
に
よ
る
長
岡
宮
造
営
ま
で
は
存
続
す
る
。

五
世
紀
か
ら
か
ぞ
え
て
約
四
百
年
の
歴
史
で
あ
る
。

　
こ
の
四
百
年
の
歴
史
の
う
ち
、
本
稿
は
副
題
に
示
し
た
よ
う
に
天
武
朝
難

波
宮
と
聖
武
朝
難
波
宮
の
造
営
の
意
味
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
ま
え
に
天
武
朝
に
至
る
ま
で
の
難
波
の
地
の
も
つ
歴
史
的
な
意
味

を
、
主
要
な
三
つ
の
時
期
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
れ
が
天
武
朝
難
波
宮
の

歴
史
的
意
味
を
考
え
る
の
に
有
益
で
あ
り
、
ひ
い
て
聖
武
朝
難
波
宮
を
考
え

る
の
に
も
役
立
つ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　
難
波
地
域
の
歴
史
の
上
で
第
一
の
画
期
と
な
る
の
は
、
五
世
紀
の
中
葉
前

後
の
時
期
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
画
期
と
す
る
の
は
、
こ
の
こ
ろ
難
波
の
堀
江

が
開
削
さ
れ
、
大
阪
湾
か
ら
大
阪
平
野
の
北
部
に
ひ
ろ
が
る
沼
沢
地
　
　
河
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内
事
　
　
へ
至
る
安
定
し
た
水
路
が
ひ
ら
け
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
難

波
の
港
、
い
わ
ゆ
る
難
波
津
は
、
そ
の
水
路
で
あ
る
堀
江
に
通
ず
る
ラ
ダ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

ソ
の
一
つ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
難
波
津
か
ら
の
船
は
堀
江
を
さ
か
の

ぼ
っ
て
河
内
湖
に
出
る
と
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
大
和
川
へ
は
い
っ
て
大
和
へ

行
く
こ
と
も
、
淀
川
に
は
い
っ
て
山
背
・
近
江
、
あ
る
い
は
伊
賀
へ
行
く
こ

と
も
で
き
る
。
堀
江
の
開
通
は
、
難
波
の
港
の
機
能
を
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
。

　
大
阪
湾
岸
の
港
と
し
て
は
、
難
波
津
よ
り
早
く
住
吉
津
が
栄
え
て
い
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
か
つ
て
詳
論
し
た
の
で
こ
こ
で
は
簡
単
に
す
る

が
、
住
吉
津
の
あ
る
地
域
　
　
の
ち
の
住
吉
郡
　
　
に
は
海
の
神
、
航
海
の

神
で
あ
る
表
筒
男
・
中
筒
男
・
底
筒
男
の
い
わ
ゆ
る
住
吉
三
神
を
祭
る
社
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
わ
た
つ
み

鎮
座
す
る
の
を
は
じ
め
、
『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
は
大
海
　
神
社
・
船
玉
神

社
な
ど
、
海
と
船
と
に
か
か
わ
り
の
あ
る
神
社
が
合
計
三
社
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
難
波
津
の
あ
る
東
生
郡
・
西
成
郡
の
地
域
で
は
、
式
内
社
が
四
社
あ
る

が
、
直
接
海
に
か
か
わ
る
神
は
一
社
も
な
い
。
そ
れ
は
住
吉
津
が
早
く
ひ
ら

け
た
た
め
に
、
海
の
神
、
船
の
神
は
住
吉
津
の
近
く
に
祭
ら
れ
て
人
々
の
信

仰
を
集
め
、
難
波
津
は
あ
と
か
ら
開
け
た
た
め
に
、
あ
ら
た
に
海
の
神
を
祭

る
に
到
ら
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
六
世
紀
に
は
い
っ
て
の
こ
と
だ
が
、
欽
明
天
皇
元
年
（
『
紀
』
の
紀
年
に
拠
れ

ば
五
三
　
年
）
に
大
伴
大
連
金
村
が
物
部
大
連
尾
輿
に
対
朝
鮮
外
交
の
失
敗

を
弾
劾
さ
れ
て
「
住
吉
の
宅
」
に
引
退
し
た
こ
と
が
『
日
本
書
紀
』
に
伝
え

ら
れ
て
い
る
が
、
物
部
氏
の
宅
が
難
波
に
あ
っ
た
と
い
う
『
書
紀
』
崇
峻
前

紀
の
伝
え
と
を
対
比
す
る
と
、
六
世
紀
前
半
に
お
け
る
大
伴
氏
の
衰
退
と
物

部
氏
の
興
隆
の
原
因
の
一
つ
に
、
両
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
宅
を
置
い
て
い
た
住
吉

津
の
衰
え
と
難
波
津
の
栄
え
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
近
年
（
一
九
八
七
年
）
、
堀
江
に
近
い
上
町
台
地
の
北
端
部
、
現
在
の
大
阪

市
中
央
区
大
手
前
四
丁
目
で
発
見
さ
れ
た
五
世
紀
後
半
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
る

大
倉
庫
粥
は
、
難
波
津
の
栄
え
を
象
徴
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。
検
出
さ
れ
た

倉
庫
数
は
十
六
棟
、
各
棟
の
大
き
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
多
少
の
相
違
は
あ
る
が
、

床
面
積
の
平
均
は
約
九
二
平
方
メ
ー
ト
ル
、
総
床
面
積
は
約
一
四
七
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
五
世
紀
の
大
型
倉
庫
郡
と
い
え
ば
、
そ
れ
ま
で
最
大
と

さ
れ
て
い
た
和
歌
山
市
鳴
瀧
の
七
棟
か
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
総

床
面
積
は
約
四
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
で
、
難
波
の
倉
庫
群
の
三
分
の
一
以
下

で
あ
る
。
難
波
の
倉
庫
群
が
当
時
と
し
て
は
い
か
に
大
規
模
で
あ
っ
た
か
が

わ
か
る
。

　
こ
の
倉
庫
群
に
何
が
収
納
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
五
世
紀
後
半
と

い
え
ば
倭
の
早
昼
が
中
国
の
南
朝
に
通
航
・
貢
納
し
た
時
代
で
あ
る
。
百
済

・
新
羅
な
ど
朝
鮮
の
船
の
往
来
も
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
倉
庫
郡
の

収
納
物
は
、
瀬
戸
内
海
の
水
運
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
西
日
本
各
地
域
、
お
よ

び
大
和
川
・
淀
川
の
水
運
に
よ
る
畿
内
地
域
の
産
物
を
主
と
す
る
で
あ
ろ
う

が
、
中
国
南
朝
や
朝
鮮
諸
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
物
資
の
収
め
ら
れ
た
可
能

性
も
少
な
く
あ
る
ま
い
。
難
波
堀
江
の
開
通
を
私
は
五
世
紀
中
葉
前
後
と
考

え
る
が
、
そ
の
時
以
来
難
波
は
、
日
本
に
お
け
る
経
済
と
交
通
の
中
心
的
地

位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
経
済
的
発
展
を
、
難
波
の
第
一
の
画
期
の
特
色
と
し
た
い
。
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難
波
の
歴
史
の
第
二
の
画
期
は
、
六
世
紀
末
の
五
九
三
年
か
ら
六
二
八
年

に
い
た
る
推
古
朝
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
前
、
六
世
紀
前
半
の
こ
ろ
か
ら
新

羅
の
興
隆
が
め
ざ
ま
し
く
、
六
世
紀
中
葉
に
は
日
本
と
関
係
の
深
い
加
羅
諸

国
が
新
羅
に
亡
さ
れ
、
朝
鮮
半
島
の
国
際
関
係
は
急
迫
し
た
。
日
本
と
朝
鮮

三
国
は
た
が
い
に
使
者
を
派
遣
し
、
時
に
は
出
兵
し
て
情
勢
を
う
か
が
っ
た
。

日
本
へ
は
と
く
に
百
済
・
新
羅
の
使
者
の
来
航
が
多
か
っ
た
こ
と
は
『
書
紀
』

に
見
え
る
が
（
左
の
表
参
照
）
、
朝
鮮
の
使
者
の
船
の
多
く
は
難
波
に
入
港
し

た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
、
百
済
王
に
仕
え
る
日
系
の
高
級
官
人
で
あ
る
日

羅
が
敏
達
十
二
年
に
来
日
し
、
難
波
を
経
由
し
て
大
和
の
敏
達
の
宮
へ
行
っ

た
と
い
う
『
書
紀
』
の
伝
え
も
あ
る
。

朝鮮との交渉（敏達一崇三朝における）

年　　次 百済 新羅 日　　　本

敏達3（574） ll月

4（575） 2月 6月 4月　羅・済

6（577） ll月 5月　済

8（579） 10月

9（580） 6月

11（582） 10月

12（583） 是年 7月　済，是年済

13（584） 2月前任那

用明2（587） 6月

三豊1（588） 是年，済

4（591） ll月　羅・任那

備考：①史料は日本書紀。②百済，新羅の欄は，使者が日本

　　に来た月・年を示し，帰国のことは省略。③日本の欄は，

　　日本の使者（宰を含む）の出発の月・年を示す。④済は

　　百済，羅は新羅を示す。いずれも日本の使者の向かった

　　国。

　
東
ア
ジ
ア
の
形
勢
は
、
五
八
一
年
に
階
が
興
り
、
五
八
九
年
に
南
朝
の
陳

を
亡
し
て
中
国
本
土
を
統
一
す
る
に
及
ん
で
一
層
緊
迫
の
度
を
ま
し
た
。
百

済
と
高
句
麗
は
五
八
一
年
た
だ
ち
に
晴
に
遣
使
・
朝
貢
し
、
新
羅
は
や
や
お

く
れ
て
五
九
四
年
に
遣
使
・
朝
貢
、
日
本
は
さ
ら
に
お
く
れ
る
が
六
〇
〇
年

（
推
古
八
）
に
朝
貢
し
た
。
倭
王
武
が
四
七
八
年
に
南
朝
宋
に
朝
貢
し
て
以

来
約
百
二
十
年
ぶ
り
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
を
以
て
難
波
史
の
第
二
の
画

期
の
は
じ
ま
り
と
し
、
六
世
紀
を
そ
の
前
史
と
し
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。　

六
世
紀
代
か
ら
難
波
に
は
外
客
を
迎
え
る
た
め
の
施
設
が
造
ら
れ
て
い

（
6
＞

た
。
宿
泊
の
施
設
と
思
わ
れ
る
「
難
波
館
」
は
『
書
紀
』
継
体
六
年
頃
五
一

一
）
十
二
月
条
・
敏
達
十
二
年
（
五
八
三
）
条
に
見
え
る
が
、
推
古
十
六
年
（
六

〇
八
）
に
端
野
袈
世
清
を
迎
え
る
た
め
「
新
し
き
館
」
を
難
波
の
「
高
麗
館
」

の
ほ
と
り
に
造
っ
た
と
あ
る
（
『
書
紀
』
）
。
外
客
と
の
応
接
、
交
渉
を
行
な
う

庁
舎
で
あ
る
「
大
郡
」
は
欽
明
二
十
二
年
（
五
六
一
）
条
に
見
え
る
が
、
推

古
十
六
年
の
晴
使
も
「
難
波
大
郡
」
で
饗
応
さ
れ
た
。
ま
た
晴
使
の
難
波
津

入
港
に
際
し
て
は
、
飾
船
三
十
艘
が
江
口
で
出
迎
え
た
と
あ
り
、
紆
明
四
年

（
六
三
二
）
十
月
に
唐
使
高
下
仁
の
来
日
の
お
り
も
、
下
船
三
十
二
艘
が
江

口
で
迎
え
て
い
る
。
難
波
は
交
通
上
の
要
衝
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
外
交

上
の
要
地
と
な
り
、
政
府
の
機
関
も
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
六
世
紀
の
始

め
の
安
閑
朝
設
置
の
伝
承
を
も
つ
難
波
屯
倉
も
、
難
波
津
の
管
理
や
外
客
の

接
待
に
関
与
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
情
勢
を
考
え
る
と
、
難
波
の
第
二
の
画
期
の
特
色
と
し
て
、
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外
交
に
関
係
す
る
要
地
と
な
っ
た
こ
と
を
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と

と
も
に
外
交
と
関
係
の
深
い
外
国
文
化
、
と
く
に
仏
教
受
容
の
要
地
で
あ
る

こ
と
も
、
こ
の
時
期
の
特
色
で
あ
る
。
文
献
の
上
で
は
敏
達
六
年
に
難
波
に

大
別
王
寺
の
あ
っ
た
こ
と
が
『
書
紀
』
に
み
え
る
が
、
遺
跡
は
定
か
で
は
な

い
。
本
格
的
な
寺
院
と
し
て
は
、
推
古
朝
に
営
ま
れ
た
四
天
王
寺
が
早
い
例

で
あ
る
。
七
世
紀
中
葉
に
な
る
と
、
文
献
上
で
は
阿
曇
寺
（
『
書
紀
』
）
・
百

済
寺
（
『
日
本
霊
異
記
』
）
、
遺
跡
で
は
堂
が
芝
廃
寺
等
が
知
ら
れ
る
が
、
推
古

朝
に
お
け
る
仏
教
受
容
が
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
外
交
と

外
来
文
化
の
受
容
と
を
、
第
二
の
画
期
の
特
色
と
し
た
い
。

　
第
三
の
画
期
が
六
世
紀
中
葉
、
孝
徳
天
皇
の
難
波
遷
都
の
時
期
で
あ
る
こ

と
は
、
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
難
波
遷
都
に
関
す
る
『
書
紀
』

の
記
述
で
一
、
二
注
意
す
べ
き
点
を
述
べ
て
お
く
。

　
そ
の
一
つ
は
、
大
化
元
年
十
二
月
条
に
、
「
天
皇
、
都
を
難
波
長
柄
豊
碕

に
遷
す
」
と
あ
る
記
事
の
意
味
で
あ
る
。
孝
徳
の
長
柄
豊
碕
宮
へ
の
最
初
の

行
幸
は
白
土
二
年
（
六
五
一
）
十
二
月
、
宮
の
落
成
は
白
魚
三
年
九
月
と
『
書

紀
』
に
み
え
る
か
ら
、
大
化
元
年
十
二
月
に
長
柄
豊
碕
宮
へ
の
遷
都
が
行
な

わ
れ
た
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
難
波
長
柄
豊
碕
」
と
い
う
の

は
、
こ
の
段
階
で
は
宮
阜
で
な
く
、
ひ
し
ゃ
く
な
ど
の
柄
の
よ
う
に
長
く
延

び
て
い
る
上
町
台
地
の
先
端
部
を
指
し
た
語
で
あ
ろ
う
。
都
を
こ
こ
へ
遷
す

と
い
う
の
は
、
大
和
の
飛
鳥
を
去
っ
て
、
難
波
の
上
町
台
地
の
北
部
へ
遷
る

こ
と
を
意
味
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
多
年
住
み
な
れ
た
奈
良
盆
地
南
部
の
地
を
去
っ
て
、
大
阪
平
野
の

西
辺
で
大
き
な
湖
（
河
内
湖
）
と
潮
の
わ
き
立
つ
海
（
大
阪
湾
）
に
は
さ
ま
れ

た
難
波
へ
遷
る
の
は
、
容
易
で
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
書
紀
』
の
記
事

を
み
る
と
、
大
化
二
年
正
月
条
に
「
天
皇
、
子
代
の
離
宮
に
御
す
」
と
あ
る

の
が
遷
都
の
最
初
の
記
事
で
あ
る
が
、
大
化
二
年
二
月
二
十
二
日
条
に
「
天

皇
、
子
代
離
宮
よ
り
還
る
」
と
あ
る
。
天
皇
は
難
波
の
子
代
離
宮
か
ら
大
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
わ
ず

飛
鳥
の
宮
へ
帰
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
い
で
同
年
九
月
条
に
「
天
皇
、
里
並
行

宮
に
御
す
」
と
あ
る
。
こ
の
行
宮
の
位
置
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
蝦
墓
が
川

津
の
宛
て
字
と
す
る
と
、
川
の
興
す
な
わ
ち
難
波
津
を
意
味
し
、
津
の
近
く

の
施
設
を
利
用
・
改
造
し
て
行
宮
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
も
う
一
つ
注
意
さ
れ
る
の
は
、
子
代
宮
も
半
期
宮
も
離
宮
あ
る
い

は
行
宮
と
書
か
れ
、
一
時
的
な
参
り
の
皇
居
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

あ
る
。
大
化
二
年
九
月
ま
で
は
本
格
的
な
遷
都
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
大
化
三
年
正
月
条
に
「
朝
廷
に
射
す
」
と
あ
る
の
が
事
実
な
ら
ば
、

射
礼
が
行
な
わ
れ
た
の
は
飛
鳥
の
朝
廷
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
蝦
蕃
宮

の
つ
ぎ
に
み
え
る
の
は
小
郡
宮
で
、
『
書
紀
』
に
は
大
化
三
年
条
に
、

　
　
是
歳
、
小
郡
を
壌
ち
て
宮
を
営
む
。
天
皇
、
小
郡
宮
に
塵
り
て
、
礼
法

　
　
を
定
む
。

と
あ
る
。
小
郡
宮
は
離
宮
と
も
行
宮
と
も
い
わ
な
い
。
こ
の
記
事
が
難
波
へ

の
正
式
の
遷
都
を
示
す
最
初
の
も
の
で
あ
る
。

　
小
郡
宮
か
ら
長
柄
豊
碕
宮
へ
至
る
経
過
は
省
略
す
る
が
、
前
述
の
よ
う
に

長
柄
豊
碕
宮
が
白
維
三
年
九
月
に
成
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
書
紀
』
の

同
年
同
月
条
に
「
宮
造
る
こ
と
已
に
詑
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
難
波
遷
都
が
こ
の
時
期
に
断
行
さ
れ
た
事
情
で
あ
る
が
、
中
国

大
陸
に
は
晴
に
代
っ
て
そ
れ
よ
り
強
大
な
国
力
を
有
す
る
唐
帝
国
が
成
立

し
、
そ
の
圧
力
が
次
第
に
東
に
及
び
、
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
が
緊
迫
す
る

こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。
六
四
〇
年
、
唐
は
西
域
の
高
昌
国
を
亡
す
と
、
い
よ

い
よ
東
方
進
出
の
準
備
を
は
じ
め
、
六
四
五
年
、
ま
さ
に
日
本
で
大
化
改
新

が
は
じ
ま
る
年
に
高
句
麗
攻
撃
を
開
始
し
た
。
こ
の
形
勢
に
対
し
、
高
句
麗

・
百
済
・
新
羅
の
三
国
は
そ
れ
ぞ
れ
に
内
政
を
改
革
し
て
国
家
権
力
の
強
化

を
は
か
っ
た
。
日
本
も
例
外
た
り
え
な
い
。
中
大
兄
皇
子
ら
に
よ
る
蘇
我
本

宗
家
の
打
倒
は
そ
の
第
一
着
手
で
あ
り
、
つ
づ
い
て
大
化
の
新
政
が
企
画
さ

れ
、
ス
タ
ー
ト
す
る
。
難
波
遷
都
も
そ
の
一
環
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
難
波
に
長
柄
重
心
宮
が
造
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
ろ
か

ら
孝
徳
天
皇
と
中
大
兄
皇
子
の
あ
い
だ
に
隙
が
生
じ
た
ら
し
く
、
長
柄
豊
碕

宮
の
成
っ
た
翌
年
の
白
維
四
年
（
六
五
三
）
、
中
大
兄
は
皇
極
太
上
天
皇
・
孝

徳
皇
后
間
人
皇
女
・
皇
弟
ら
を
率
い
て
「
倭
飛
鳥
河
辺
行
宮
」
に
書
落
す
る
。

「
公
卿
大
夫
・
百
官
人
ら
、
皆
随
い
て
遷
る
」
と
あ
る
か
ら
、
政
権
の
中
枢

は
難
波
の
宮
を
は
な
れ
て
飛
鳥
に
帰
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
き
　

い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
省
略
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
以
後
長
柄
豊

碕
宮
は
、
都
と
し
て
の
実
を
失
な
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
難
波
の
地

が
名
実
と
も
に
古
代
国
家
の
政
治
の
中
心
で
あ
っ
た
の
は
、
大
化
三
年
か
ら

白
雑
四
年
に
至
る
六
年
余
り
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
そ
の
期
間
、
難
波
は
日
本
の
首
都
で
あ
っ
た
。
難
波
地
域
の
第
三

の
画
期
の
特
色
を
政
治
の
中
心
と
す
る
こ
と
に
異
論
を
も
つ
人
は
あ
る
ま

い
。

二

　
経
済
と
交
通
の
隆
盛
す
る
地
と
な
っ
た
第
一
の
画
期
、
外
交
と
外
来
文
化

受
容
の
要
地
と
な
っ
た
第
二
の
画
期
、
都
が
建
設
さ
れ
政
治
の
中
心
と
な
っ

た
第
三
の
画
期
、
以
上
の
三
つ
の
時
期
を
経
て
、
七
世
紀
後
半
の
天
早
朝
に

難
波
地
域
は
第
四
の
画
期
を
迎
え
る
。

　
こ
の
時
期
の
難
波
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
天
武
十
二
年

（
六
八
三
）
十
二
月
に
出
さ
れ
た
詔
に
よ
っ
て
難
波
宮
が
再
興
さ
れ
、
副
都

（
陪
都
と
も
い
う
）
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
約
三
十
年
前
、
孝
徳

天
皇
と
中
大
兄
皇
子
の
確
執
、
お
よ
び
孝
徳
の
死
に
よ
っ
て
廃
さ
れ
た
難
波

宮
が
、
な
ぜ
こ
の
時
に
復
活
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
天
武
天
皇
が
難

波
の
重
要
性
を
認
識
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
変
転
す
る
東
ア
ジ
ア
の
国
際

情
勢
か
ら
も
難
波
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
孝
徳
天
皇
の
後
を
つ
い
で
、
飛
鳥
板
鷲
宮
で
即
位
し
た
南
明
天
皇
朝
以
後

の
情
勢
を
概
観
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
日
本
の
朝
廷
は
唐
・
高
句
麗

・
新
羅
に
遣
些
し
、
朝
鮮
三
国
の
使
者
の
来
朝
を
受
け
る
と
い
う
平
和
外
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
基
本
と
し
て
い
た
が
、
斉
明
六
年
（
六
六
〇
）
百
済
が
唐
と
新
羅
の
攻
撃

に
よ
り
国
都
扶
余
は
陥
落
し
、
国
王
早
旦
が
唐
に
降
っ
て
、
百
済
が
亡
ん
で

か
ら
、
日
本
の
姿
勢
も
変
化
し
た
。
朝
廷
は
百
済
遺
臣
の
要
請
に
よ
り
百
済

再
興
の
援
助
に
ふ
み
切
り
、
来
日
し
て
い
た
百
済
の
王
子
豊
境
・
を
百
済
の
故

1
9
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地
に
衛
堕
す
る
と
と
も
に
、
斉
明
七
年
（
六
六
一
）
か
ら
天
智
二
年
（
六
六
三
）

に
か
け
て
二
万
七
千
と
称
す
る
大
軍
を
朝
鮮
に
派
遣
し
た
。

　
周
知
の
よ
う
に
こ
の
大
軍
は
白
村
江
の
戦
い
で
唐
の
水
軍
に
惨
敗
し
、
百

済
は
ま
っ
た
く
亡
ん
だ
。
天
智
天
皇
（
即
位
以
前
な
の
で
正
し
く
は
中
大
兄
皇
子
）

は
対
馬
や
筑
紫
な
ど
西
日
本
の
各
地
に
山
城
を
築
き
、
大
宰
府
に
水
城
を
造

り
、
対
馬
・
萱
伎
・
筑
紫
に
防
人
と
峰
を
置
く
な
ど
、
国
防
を
厳
に
す
る
と

と
も
に
、
都
を
大
和
か
ら
近
江
の
大
津
に
移
し
て
、
唐
や
新
羅
の
来
襲
に
備

え
た
。
こ
の
よ
う
に
準
備
を
整
え
た
う
え
で
天
智
七
年
（
六
六
八
）
、
中
大
兄

は
正
式
に
即
位
す
る
が
、
同
じ
年
に
高
句
麗
は
唐
・
新
羅
連
合
軍
の
た
め
に

滅
亡
し
た
。

　
日
本
の
危
機
は
深
ま
っ
た
。
事
実
、
唐
は
日
本
侵
攻
の
計
画
を
立
て
て
い

　
　
　
（
1
0
）

た
ら
し
い
が
、
そ
れ
が
実
現
し
な
か
っ
た
主
要
な
原
因
は
、
唐
に
対
す
る
朝

鮮
民
族
の
強
い
抵
抗
に
あ
っ
た
。
そ
の
さ
き
が
け
は
六
七
〇
年
（
天
十
九
）

に
お
こ
る
高
句
麗
遺
臣
の
挙
兵
で
あ
る
が
、
抵
抗
の
主
力
は
挙
兵
を
援
助
し

た
新
羅
で
あ
る
。
新
羅
は
同
じ
年
か
ら
唐
の
支
配
す
る
百
済
の
故
地
に
侵
入

し
、
戦
い
を
く
り
返
し
な
が
ら
次
第
に
唐
の
占
領
軍
を
駆
逐
し
て
行
く
。

　
こ
の
間
、
日
本
に
対
し
て
唐
・
新
羅
の
双
方
か
ら
援
軍
派
遣
の
要
請
が
あ

　
　
　
　
　
り
　

っ
た
ら
し
い
が
、
日
本
は
中
立
を
守
っ
て
動
か
な
か
っ
た
。
白
村
江
敗
戦
の

惨
憺
た
る
記
憶
を
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
が
、
天
智
朝
末

年
か
ら
大
友
皇
子
執
政
の
近
江
朝
廷
は
、
国
内
に
大
海
人
皇
子
と
い
う
有
力

な
対
立
勢
力
を
抱
え
て
い
て
、
海
外
出
兵
の
余
裕
は
な
か
っ
た
。
ま
た
近
江

朝
廷
は
百
済
の
遺
臣
で
あ
る
多
く
の
貴
族
・
官
人
を
廷
臣
と
し
て
有
し
て
い

た
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
唐
も
新
羅
も
仇
敵
で
あ
る
と
い
う
事
情
も
、
い
く

ら
か
は
作
用
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
六
七
二
年
号
近
江
朝
廷
の
恐
れ
て
い
た
大
海
人
皇
子
が
つ
い
に
反
乱
に
立

ち
あ
が
っ
て
朝
廷
を
倒
し
、
都
を
六
年
ぶ
り
に
大
和
に
遷
し
、
飛
鳥
浄
笹
原

に
帯
し
、
翌
年
即
位
す
る
（
『
書
紀
』
に
従
っ
て
、
こ
の
年
を
天
武
二
年
と
す
る
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

朝
廷
の
構
成
は
一
変
し
た
が
、
新
羅
は
引
き
つ
づ
き
近
江
朝
に
対
す
る
と
同

様
遣
使
・
進
撃
の
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
。
強
大
な
唐
を
敵
と
す
る
以
上
、

日
本
と
の
友
好
関
係
は
何
と
し
て
も
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
天
武
が
飛
鳥
に
啓
し
て
か
ら
天
武
六
年
に
い
た
る
ま
で
の
外
交

関
係
記
事
を
『
書
紀
』
よ
り
摘
記
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
（
耽
羅
は
省

略
）
。

氏
j

二
年

閏
六
、
新
羅
遣
使
、
三
極
を
賀
す
。
先
皇
の
喪
を

弔
う
。

八
、
高
麗
朝
貢
、
新
羅
騰
三
三
を
京
に
喚
す
。

九
、
新
羅
使
を
難
波
に
饗
す
。

十
一
、
新
羅
・
高
麗
の
三
人
を
筑
紫
に
饗
す
。

四
年

二
、
新
羅
三
三
進
調

四
、
新
羅
使
王
子
忠
元
、
難
波
に
到
る
。

七
、
遣
新
羅
使
、
出
発
。

八
、
忠
元
、
難
波
を
出
発
。
新
羅
⊥
口
同
三
三
を
難

波
に
饗
す
。
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五
年

二
、
遣
新
羅
使
、
帰
国
。
十
、
遣
新
羅
使
、
出
発
。

六
年

二
、
遣
新
羅
使
、
帰
国
。

七
年
是
歳
、
新
羅
送
使
、
筑
紫
に
到
る
。
新
羅
使
は
不
　
　
着
、
遭
難
し
た
模
様
。

八
年

正
、
新
羅
送
使
、
京
に
向
か
う
。

　
こ
の
表
を
み
て
気
づ
く
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
三
つ
の

点
を
指
摘
し
て
お
く
。

　
一
、
新
羅
使
は
二
年
に
一
度
来
朝
し
て
い
る
。
天
武
四
年
の
つ
ぎ
に
は
天

　
　
武
五
年
十
一
月
に
来
日
記
事
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
十
一
月
は
筑
紫
へ

　
　
の
来
着
で
あ
っ
て
、
大
和
へ
は
い
る
の
は
六
年
三
月
で
あ
ろ
う
。
八
年

　
　
の
使
者
は
遭
難
か
。

　
二
、
新
羅
使
は
筑
紫
で
も
饗
応
さ
れ
て
い
る
が
、
二
年
度
と
六
年
度
は
都

　
　
（
京
）
に
召
さ
れ
、
四
年
度
は
難
波
に
四
カ
月
も
滞
在
し
て
い
る
か
ら
、

　
　
そ
の
間
に
都
に
も
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
三
、
六
六
八
年
（
天
十
七
）
に
亡
ん
だ
高
句
麗
の
使
者
が
来
日
し
て
い
る

　
　
が
、
新
羅
使
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
来
日
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
新

　
　
羅
国
内
に
存
す
る
亡
命
政
権
か
ら
の
使
者
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
日
本
か
ら
の
使
者
も
新
羅
に
遣
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
表
だ
け
で

は
回
数
が
少
な
く
、
定
期
的
遣
使
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　
天
武
八
年
始
め
に
入
朝
の
予
定
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
新
羅
使
は
、
前
述

の
よ
う
に
遭
難
し
、
送
使
の
み
が
入
京
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
の
新

羅
・
高
句
麗
の
使
者
の
動
向
を
つ
ぎ
に
記
す
。

八
年

二
、
高
麗
朝
貢
使
、
新
羅
に
送
ら
れ
て
筑
紫
に
来

九
、
遣
新
羅
使
、
帰
国
。

着
。

九
、
遣
高
麗
使
、
帰
国
。

十
、
新
羅
使
朝
貢
、
金
・
銀
そ
の
他
を
献
ず
。

九
年

五
、
高
麗
朝
貢
使
、
新
羅
に
送
ら
れ
て
筑
紫
に
来

着
。

六
、
新
羅
送
使
、
帰
国
。

十
一
、
新
羅
、
遣
使
進
調
。

十
年

四
、
前
年
の
高
麗
使
を
筑
紫
に
饗
す
。

七
、
遣
新
羅
使
・
遣
高
麗

六
、
前
年
の
新
羅
使
を
筑
紫
に
饗
す
。

使
出
発
。

十
、
新
羅
、
遣
使
貢
調
。
金
・
銀
そ
の
他
を
献
ず
。

十
二
使
者
を
筑
紫
に
遣
わ
し
て
薪
羅
使
を
饗
す
。

＋
一
年

六
、
高
麗
使
、
新
羅
に
送
ら
れ
て
筑
紫
に
来
着
。

八
、
高
麗
の
客
を
筑
紫
に
饗
す
。
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（
月
）
　
　
外
国
の
使
者
の
往
来

＋
二
年

十
一
、
新
羅
、
遣
三
三
調
。

＋
三
年

十
二
、
新
羅
、
遣
唐
留
学
生
・
百
済
役
の
捕
虜
ら
　
　
を
筑
紫
に
送
る
。

四
、
遣
新
羅
使
出
発
。
五
、
遣
高
麗
使
出
発
。

＋
四
年

三
、
前
年
の
新
羅
送
使
を
筑
紫
に
饗
す
。
十
一
、
新
羅
、
遣
使
し
て
政
を
請
い
、
進
調
。

九
、
遣
高
麗
使
帰
国
。

朱
鳥
元
年

正
、
前
年
の
新
羅
使
を
饗
す
る
使
者
を
発
遣
。
四
、
新
羅
使
を
饗
す
る
た
め
、
川
原
寺
の
伎
楽
を
　
　
筑
紫
に
運
ぶ
。
四
、
新
羅
の
調
を
筑
紫
よ
り
貢
上
。
五
、
新
羅
使
を
筑
紫
に
饗
す
。

　
こ
の
表
を
み
る
と
、
新
羅
使
が
お
よ
そ
二
年
一
回
来
日
し
て
い
る
（
天
武

八
年
、
同
＋
年
、
同
＋
二
年
、
同
＋
四
年
に
来
日
）
こ
と
、
高
句
麗
の
使
者
が
新
羅

使
と
と
も
に
来
日
し
て
い
る
（
新
羅
が
高
麗
使
を
送
っ
て
来
日
し
て
い
る
）
こ
と
、

す
な
わ
ち
天
武
八
年
正
月
ま
で
の
表
で
み
た
一
と
三
と
は
同
じ
で
あ
る
が
、

新
羅
使
が
招
か
れ
て
都
に
は
い
っ
た
と
し
た
二
の
点
は
、
ど
う
や
ら
違
っ
て

い
る
ら
し
い
。
新
羅
使
は
天
武
八
年
二
月
以
後
は
都
に
は
い
っ
て
い
な
い
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
第
一
に
、
新
羅
使
が
都
に
召
さ
れ
た
こ
と
や
入
京
し
た
こ
と
を

示
す
記
事
が
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
都
で
饗
応
さ
れ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

難
波
で
饗
さ
れ
た
記
事
も
な
く
、
「
饗
す
」
と
あ
る
の
は
す
べ
て
筑
紫
で
あ

る
（
＋
年
六
月
・
＋
二
月
、
＋
四
年
三
月
、
朱
鳥
元
年
五
月
）
。
八
年
正
月
ま
で
で
は

「
京
に
喚
す
」
（
二
年
八
月
）
「
都
に
召
す
」
（
六
年
三
月
）
「
京
に
向
う
」
（
八
年

正
月
）
と
あ
る
ほ
か
、
「
難
波
に
饗
す
」
の
記
事
は
二
年
九
月
と
四
年
八
月

に
み
え
る
。

　
九
年
十
一
月
の
新
羅
使
は
、
翌
十
年
六
月
に
筑
紫
で
饗
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

そ
の
間
に
入
京
し
た
と
い
う
想
像
も
可
能
だ
が
、
そ
れ
な
ら
な
ぜ
難
波
ま
た

は
都
で
の
饗
応
記
事
が
な
い
の
か
。
十
年
十
月
の
新
羅
使
の
場
合
は
、
新
羅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

使
の
進
調
に
対
し
て
朝
廷
は
使
者
を
わ
ざ
わ
ざ
筑
紫
に
遣
し
て
饗
応
し
て
い

る
。
新
羅
使
が
入
京
し
た
な
ら
、
こ
ん
な
手
間
を
か
け
る
必
要
は
な
い
。
さ

ら
に
十
四
年
十
↓
月
の
新
羅
使
の
進
調
に
は
、
翌
朱
鳥
元
年
四
月
に
は
饗
応

の
た
め
に
川
原
寺
の
伎
楽
を
筑
紫
に
運
び
、
同
月
新
羅
の
調
を
筑
紫
よ
り
貢

上
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
と
き
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
天
武
八
年
以
後
は
、

新
羅
使
を
筑
紫
に
と
ど
め
て
調
の
品
を
受
け
と
り
、
そ
れ
だ
け
を
朝
廷
に
運

び
、
使
者
は
筑
紫
で
饗
応
し
て
帰
国
さ
せ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。　

で
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
日
本
は
新
羅
使
の
待
遇
を
変
え
た
の
か
、
ま
た
な

ぜ
天
武
八
年
正
月
以
後
に
そ
う
し
た
の
か
。
新
羅
使
を
筑
紫
に
と
ど
め
て
都

に
入
れ
な
い
の
は
、
新
羅
を
警
戒
し
て
の
処
置
と
思
わ
れ
る
。
天
武
八
年
（
六

七
九
）
前
後
に
日
本
が
新
羅
を
警
戒
し
、
恐
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
日
羅

宇
の
変
化
が
起
っ
た
の
か
。
そ
れ
が
こ
の
問
題
を
解
く
鍵
で
あ
ろ
う
。
今
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

で
に
多
く
の
説
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
こ
の
観
点
か
ら
私
見
を
述
べ
る
。

　
こ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
む
ず
か
し
い
問
題
で
は
な
い
。
唐
の
部
厚
は
上
元
一
、
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二
年
（
わ
が
天
武
三
、
四
年
）
に
最
後
の
新
羅
征
討
を
試
み
る
が
成
功
せ
ず
、

新
羅
か
ら
謝
罪
の
意
を
表
し
た
の
で
こ
れ
を
許
す
と
い
う
形
で
面
目
を
立
て

て
兵
を
引
き
、
『
旧
盆
書
』
地
理
志
に
、
「
上
元
三
年
二
月
、
安
東
府
（
安
東

都
護
府
）
を
遼
東
郡
故
城
に
移
し
置
き
、
儀
鳳
二
年
（
天
武
臣
）
、
又
新
城
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

移
し
置
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
朝
鮮
半
島
を
放
棄
し
た
。
つ
ま
り
新
羅
は
天

武
五
年
に
対
唐
戦
争
に
勝
ち
、
天
武
六
年
に
確
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
日
本
の
朝
廷
は
天
武
八
年
正
月
に
入
京
し
た
新
羅
送
使
か
ら
知
ら
さ
れ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
六
年
三
月
に
都
へ
召
し
た
新
羅
使
人
か
ら
聞
い
た

可
能
性
も
な
い
で
は
な
い
が
、
こ
の
野
人
は
五
年
十
一
月
に
筑
紫
に
到
着
し

て
い
る
ら
し
い
か
ら
、
新
羅
本
国
を
出
発
し
た
の
は
そ
れ
以
前
で
あ
る
。
そ

れ
ほ
ど
詳
し
い
情
報
は
わ
が
朝
廷
に
は
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
天
武
七
年
に
新
羅
を
出
発
し
た
新
羅
送
使
は
唐
津
戦
争
の
結
末
　
　
新

羅
の
勝
利
一
を
十
分
に
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
っ
た
朝

廷
は
、
強
大
な
唐
に
打
ち
勝
っ
た
新
羅
を
警
戒
し
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
送
使
の
入
京
以
後
、
新
羅
使
を
筑
紫
に
と
ど
め
、
日
本
の

国
情
や
防
衛
の
態
勢
を
知
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
一
方
で
朝
廷
は
、
難
波
と
難
波
か
ら
大
和
へ
の
道
を
固
め
る
。
天
武

六
年
三
月
の
新
羅
使
の
入
京
の
あ
と
、
同
年
十
月
に
内
大
錦
下
丹
比
公
麻
呂

を
「
摂
津
職
大
夫
」
に
任
じ
て
い
た
が
、
八
年
十
一
月
に
は
「
初
め
て
関
を

竜
田
山
・
大
坂
山
に
置
く
。
傍
り
て
難
波
に
羅
城
を
築
く
」
と
『
書
紀
』
に

み
え
る
の
は
、
そ
の
た
め
の
処
置
で
あ
る
（
但
し
「
摂
津
職
大
夫
」
の
語
に
は
『
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

紀
』
編
者
の
潤
色
が
あ
る
で
あ
ろ
う
）
。
と
く
に
こ
れ
以
前
は
難
波
に
も
飛
鳥
に

も
、
こ
れ
以
後
の
藤
原
京
・
平
城
京
に
も
築
か
れ
な
か
っ
た
吉
城
が
こ
の
と

き
難
波
に
造
ら
れ
た
こ
と
は
、
当
時
の
朝
廷
が
国
防
に
危
機
感
を
抱
い
て
い

た
こ
と
を
語
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
日
本
に
攻
め
寄
せ
る
強
国
と
い
え
ば
、

新
羅
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
天
武
十
二
年
十
二
月
十
七
日
に
難
波
造
都
の
詔
を
発
し
た
背
景
な
い
し
理

由
は
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
唐
が
首
都
長
安
の
他
に
副
都
洛

陽
を
持
つ
こ
と
に
な
ら
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
が
、
私
は
そ
れ
に
加
え
て
こ
う

し
た
国
際
政
治
の
危
機
感
を
挙
げ
た
い
。
こ
の
詔
を
発
す
る
直
前
の
同
年
十

一
月
四
日
に
、
「
諸
国
に
詔
し
て
、
陣
法
を
習
わ
し
む
」
と
『
書
紀
』
に
み

え
る
の
も
偶
然
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
本
節
の
は
じ
め
に
私
は
天
武
朝
に
難
波
地
域
は
第
四
の
画
期
を
迎
え
る
と

記
し
た
が
、
厳
密
に
は
画
期
は
摂
津
職
大
夫
の
置
か
れ
た
天
武
六
年
以
後
で
、

画
期
の
特
色
は
軍
事
的
性
格
に
あ
る
と
考
え
る
。

　
以
下
詳
細
は
略
す
る
が
、
そ
の
の
ち
新
羅
使
が
大
和
の
都
に
は
い
っ
た
と

思
わ
れ
る
最
初
は
、
持
統
六
年
十
一
月
条
に
み
え
る
朴
億
徳
の
一
行
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
よ
り
以
前
、
持
統
元
年
九
月
に
新
羅
の
王
子
金
霜
林
等
の
使
者
が

国
政
奏
請
と
進
調
の
た
め
に
筑
紫
に
来
た
が
、
朝
廷
は
饗
応
の
使
者
を
遣
わ

し
て
翌
二
年
三
月
に
筑
紫
館
で
饗
し
、
帰
国
さ
せ
て
い
る
。
持
統
三
年
四
月

に
新
羅
は
天
武
の
喪
を
弔
う
使
者
と
し
て
金
道
那
等
を
遣
わ
し
た
。
朝
廷
は

翌
五
月
に
土
師
禰
麻
呂
を
遣
わ
し
て
新
羅
の
弔
使
が
先
例
に
違
う
こ
と
を
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
え

が
め
る
詔
を
宣
せ
し
め
、
六
月
に
筑
紫
の
小
郡
で
饗
応
（
原
文
は
「
設
す
」
）

し
た
。
京
に
入
っ
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
入
京
せ
ず
に
筑
紫
か
ら
帰
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っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
つ
ぎ
に
持
統
四
年
九
月
、
留
学
僧
や
唐
の
捕
虜
と
な
っ
て
い
た
大
伴

部
雪
風
を
送
っ
て
筑
紫
に
来
航
し
た
新
羅
書
証
高
訓
に
対
す
る
処
遇
（
と
く

に
饗
応
）
は
、
天
武
十
三
年
に
来
た
新
羅
の
送
使
の
例
に
な
ら
え
と
い
う
詔

が
筑
紫
大
宰
に
下
っ
て
い
る
。
天
武
十
三
年
十
二
月
に
留
学
生
や
百
済
役
の

捕
虜
を
送
っ
て
き
た
新
羅
送
使
は
入
京
せ
ず
、
十
四
年
三
月
に
筑
紫
で
饗
せ

ら
れ
た
。
こ
の
た
び
の
送
使
も
筑
紫
限
り
で
帰
国
し
た
と
み
ら
れ
る
。

　
新
羅
使
で
都
に
は
い
っ
た
最
初
の
例
は
、
前
述
し
た
持
統
天
皇
六
年
（
六

九
二
）
の
使
者
で
あ
ろ
う
。
こ
の
年
十
一
月
に
、
「
新
羅
の
朴
憶
徳
を
難
波

に
饗
諒
す
」
と
『
書
紀
』
に
み
え
る
。
さ
ら
に
『
聖
日
本
紀
』
に
は
、
文
武

元
年
（
六
九
七
）
十
月
に
来
朝
し
た
新
羅
使
が
、
同
二
年
正
月
元
日
日
本
の

「
文
武
百
寮
」
と
と
も
に
大
極
殿
で
天
皇
に
「
拝
賀
」
し
た
と
あ
る
。
持
統

天
皇
即
位
の
こ
ろ
か
ら
東
ア
ジ
ア
の
情
勢
が
平
穏
と
な
り
、
日
本
の
国
内
政

治
も
安
定
し
た
と
朝
廷
と
く
に
持
統
が
見
定
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

三

　
天
武
天
皇
が
天
武
十
二
年
十
二
月
に
再
興
に
着
手
し
た
難
波
宮
は
、
二
年

ニ
カ
月
後
の
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
正
月
に
火
災
に
あ
っ
た
。
『
書
紀
』
に
「
宮

室
悉
く
焚
く
」
と
あ
り
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
前
期
難
波
宮
の
遺
構
に
は
広

範
囲
に
わ
た
っ
て
火
災
の
跡
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
『
書
紀
』
の
記
述
を

裏
づ
け
る
。
難
波
宮
の
再
建
が
し
ば
ら
く
見
送
ら
れ
た
の
は
、
災
害
に
よ
る

損
失
が
大
き
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
だ
ろ
う
が
、
朱
鳥
元
年
九
月
に
天
武
天

皇
が
死
去
、
そ
の
翌
年
に
大
津
皇
子
が
謀
反
の
故
に
死
罪
、
即
位
が
期
待
さ

れ
て
い
た
皇
太
子
の
草
壁
皇
子
が
、
天
武
の
葬
儀
の
終
了
の
五
カ
月
後
、
持

統
三
年
四
月
に
死
去
、
と
政
界
を
ゆ
る
が
す
事
故
が
あ
い
つ
い
だ
こ
と
に
も

よ
る
だ
ろ
う
。

　
持
統
天
皇
の
難
波
行
幸
の
記
事
は
『
書
紀
』
に
は
見
え
な
い
が
、
文
武
天

皇
は
文
武
三
年
（
六
九
九
）
正
月
と
慶
雲
三
年
（
七
〇
六
）
九
月
に
、
元
正
天

皇
は
養
老
元
年
（
七
一
七
）
二
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
難
波
に
行
幸
し
た
記
事
が

『
長
日
本
紀
』
（
以
下
『
続
紀
』
）
に
み
え
る
。
元
明
天
皇
の
難
波
行
幸
は
『
続

紀
』
に
は
み
え
な
い
が
、
『
扶
桑
略
記
』
や
『
二
代
記
』
に
は
和
銅
三
年
（
七

一
〇
）
三
月
の
平
城
遷
都
の
と
き
、
「
難
波
宮
よ
り
奈
良
京
に
移
御
す
」
と

あ
る
。
こ
れ
が
信
用
で
き
れ
ば
、
元
明
も
即
位
間
も
な
い
こ
ろ
に
難
波
へ
行

幸
し
た
こ
と
に
な
る
。
元
明
の
行
幸
に
は
や
や
疑
問
が
あ
る
が
、
文
武
や
元

正
の
行
幸
記
事
は
信
じ
て
よ
い
か
ら
、
八
世
紀
以
後
も
難
波
に
天
皇
や
貴
族

の
宿
泊
可
能
な
何
ら
か
の
施
設
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
発
掘
調

査
の
成
果
か
ら
す
れ
ば
、
八
世
紀
初
頭
に
は
前
期
難
波
宮
の
地
域
か
ら
ま
と

ま
っ
た
建
築
遺
構
は
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
地
域
に
限
っ
て
い
え
ば
、

本
格
的
な
宮
殿
・
官
衙
の
建
築
の
再
開
は
聖
武
天
皇
の
時
代
ま
で
待
た
ね
ば

な
ら
な
い
。

　
聖
武
が
藤
原
不
比
等
の
第
三
子
宇
合
を
知
造
難
波
宮
事
に
任
じ
て
、
難
波

宮
の
再
興
に
着
手
し
た
の
は
即
位
二
年
目
の
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
十
月
の

こ
と
で
あ
る
。
宇
合
は
こ
の
と
き
従
三
位
の
高
位
に
あ
り
、
聖
武
の
難
波
宮
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再
興
に
か
け
る
熱
意
の
強
さ
を
思
わ
せ
る
。
お
そ
ら
く
聖
武
は
、
難
波
宮
の

造
営
を
企
て
た
天
武
天
皇
の
直
系
の
曽
孫
と
い
う
自
覚
を
強
く
持
ち
、
天
武

の
業
を
継
ぐ
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
天
武
の
か
か
わ

り
の
深
い
吉
野
に
し
ば
し
ば
行
幸
を
試
み
て
い
る
こ
と
か
ら
も
想
像
で
き

る
。　

聖
武
は
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
二
月
四
日
に
即
位
し
、
同
日
お
よ
び
六
日
、

二
十
二
日
に
上
級
の
男
女
官
人
と
中
級
官
人
の
叙
位
を
行
な
っ
た
あ
と
、
三

月
一
日
に
吉
野
宮
に
行
幸
（
五
日
に
帰
還
）
、
翌
二
年
五
月
に
も
吉
野
離
宮
に

行
幸
し
た
。
後
者
の
行
幸
は
『
続
紀
』
に
み
え
な
い
が
、
『
万
葉
集
』
巻
六

・
九
二
〇
番
の
歌
の
詞
書
に
、
「
神
亀
二
年
乙
丑
夏
五
月
、
芳
野
離
宮
に
幸

す
る
時
、
笠
朝
臣
金
村
作
歌
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
疑
う
に
及
ぶ
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
さ
や
ま
　
　
　
　
　
こ
　
ぬ
れ

山
部
赤
人
の
名
作
「
み
吉
野
の
象
山
の
ま
の
木
末
に
は
こ
こ
だ
も
さ
わ
く
鳥

の
声
か
も
」
等
も
、
こ
の
時
に
詠
ま
れ
た
。
そ
の
あ
と
、
や
や
年
は
隔
た
る

が
、
天
平
八
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
芳
野
離
宮
に
行
幸
し
た
こ
と
が
『
続

紀
』
に
み
え
、
『
万
葉
集
』
に
は
そ
の
と
き
の
山
部
赤
人
の
応
詔
歌
（
凝
脂
・

一
〇
〇
五
番
他
）
が
あ
る
。

　
聖
武
の
前
の
元
正
天
皇
は
、
養
老
七
年
五
月
九
日
半
芳
野
離
宮
に
幸
し
て

い
る
（
『
皇
紀
』
）
。
皇
太
子
首
親
王
（
聖
武
）
も
同
行
し
た
で
あ
ろ
う
。
養
老

七
年
の
翌
年
が
神
亀
元
年
で
あ
る
か
ら
、
聖
武
は
養
老
七
年
・
神
亀
元
年
・

二
年
と
三
年
つ
づ
け
て
吉
野
を
尋
ね
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
神
亀
三
年
に

難
波
宮
再
興
の
業
が
開
始
さ
れ
る
。
そ
れ
が
聖
武
の
天
武
士
回
想
と
無
縁
と

は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
元
正
は
草
壁
皇
子
と
喜
界
皇
女
（
阿
部
と
も
書
く
。
元
明
天
皇
）
の
間
に
生
れ
、

天
武
の
直
系
の
孫
で
あ
る
が
、
阿
鼻
皇
女
は
天
智
と
蘇
我
姪
娘
と
の
間
に
生

れ
、
天
武
直
系
で
は
な
い
。
こ
の
阿
閑
皇
女
が
元
明
天
皇
と
し
て
在
位
し
た

慶
雲
四
年
（
七
〇
七
）
か
ら
和
銅
八
年
に
い
た
る
八
年
間
に
吉
野
行
幸
の
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

録
が
み
え
な
い
の
は
、
こ
の
系
譜
と
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
天
武
の
孫

の
文
武
は
大
宝
元
年
と
二
年
に
吉
野
離
宮
に
幸
し
て
い
る
（
『
続
紀
』
）
。
吉
野

と
難
波
は
こ
の
こ
ろ
天
皇
家
の
人
々
に
よ
り
天
武
天
皇
と
の
か
か
わ
り
で
追

憶
さ
れ
思
慕
さ
れ
、
宮
廷
の
貴
族
・
官
人
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。

　
神
亀
三
年
に
始
ま
る
難
波
宮
造
営
の
業
は
次
第
に
進
み
、
天
平
四
年
（
七

三
二
二
二
月
ご
ろ
に
一
段
落
し
た
ら
し
く
、
藤
原
宇
合
以
下
仕
丁
以
上
に
物

を
賜
わ
っ
た
が
、
造
宮
の
こ
と
は
同
年
九
月
に
正
五
位
下
石
川
朝
臣
枚
夫
を

造
難
波
宮
長
官
に
任
じ
て
進
め
ら
れ
た
。
聖
武
は
天
平
六
年
三
月
難
波
宮
に

行
幸
し
、
陪
従
の
百
官
衛
士
以
上
お
よ
び
造
難
波
宮
司
・
国
郡
司
書
に
禄
を

賜
わ
っ
て
同
月
に
帰
京
し
、
半
年
後
の
同
年
九
月
に
は
、
難
波
京
の
宅
地
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
＞

有
位
の
官
人
に
班
給
さ
れ
た
。
こ
の
宅
地
班
給
は
、
山
本
幸
男
氏
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
天
武
十
二
年
十
二
月
の
副
都
制
施
行
の
正
文
に
「
先
ず
難
波
に

　
　
　
　
　
　
お
も

都
つ
く
ら
む
と
欲
う
。
是
を
以
て
百
寮
の
者
、
各
往
き
て
家
地
を
請
え
」
と

あ
る
こ
と
と
照
応
す
る
。
こ
の
時
点
で
「
難
波
京
は
、
名
実
と
も
に
副
都
と

し
て
の
様
相
を
と
る
に
至
っ
た
」
（
山
本
幸
男
）
と
言
っ
て
よ
い
。
天
武
の
企

画
は
聖
武
の
手
で
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
天
武
天
皇
へ
の
聖
武
の
思
い
が
難
波
宮
と
京
の
造
営
の
進
行
と
と
も
に
深
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ま
っ
た
こ
と
は
、
天
平
十
五
年
五
月
五
日
に
恭
二
宮
の
内
裏
に
群
臣
を
干
し
、

皇
太
子
阿
倍
内
親
王
に
五
節
舞
を
舞
わ
し
め
た
と
き
に
、
太
上
天
皇
（
元
正
）

に
奏
し
た
宣
命
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
宣
命
は
右
大
臣
橘
諸
兄
に
詔
し
て

奏
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
は
じ
め
に
、

　
　
掛
け
ま
く
も
畏
き
飛
鳥
浄
留
原
宮
に
、
大
八
洲
知
し
め
し
し
聖
の
天
皇

　
　
命
、
天
下
を
治
め
賜
ひ
平
げ
賜
ひ
て
思
ほ
し
坐
さ
く
、
上
下
を
齊
へ
和

　
　
ら
げ
て
、
動
き
な
く
静
か
に
あ
ら
し
む
る
に
は
、
礼
と
楽
と
二
つ
並
べ

　
　
て
し
、
平
ら
げ
く
長
く
あ
る
べ
し
と
神
な
が
ら
も
思
ほ
し
坐
し
て
、
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
こ
し

　
　
の
舞
を
始
め
賜
ひ
造
り
賜
ひ
き
と
聞
き
と
聞
食
し
て
（
中
略
）
、
皇
太
子

　
　
　
　
　
　
な
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
斯
の
王
に
学
は
し
頂
き
荷
た
し
め
て
、
我
が
皇
天
皇
の
大
前
に
便
る
事

　
　
を
奏
す
。

と
あ
る
。
飛
鳥
浄
御
原
野
で
大
八
洲
を
治
め
た
天
皇
け
天
武
が
天
下
を
治
め
、

上
下
の
秩
序
を
と
と
の
え
る
た
め
に
始
め
た
こ
の
五
節
の
舞
を
、
皇
太
子
に

学
ば
せ
体
得
さ
せ
て
太
上
天
皇
に
お
目
に
か
け
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
天

平
十
五
年
五
月
と
い
え
ば
、
藤
原
広
嗣
の
九
州
で
の
乱
が
引
き
金
と
な
っ
て

聖
武
が
平
城
京
を
捨
て
た
天
平
十
二
年
十
月
か
ら
三
年
目
、
政
情
は
か
な
ら

ず
し
も
安
泰
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
の
な
か
で
聖
武
は
改
め
て
天
武
の
政
治

を
思
い
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
翌
年
、
聖
武
は
難
波
へ
の
遷
都
を
思
い
立
っ
た
よ
う
で
、
か
な
り
根

強
い
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
閏
正
月
十
一
日
、
み
ず
か
ら
難
波
宮
に
行
幸
す

る
。
聖
武
が
難
波
遷
都
を
思
い
立
っ
た
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
だ
ろ
う
が
、

天
武
思
慕
の
高
ま
り
も
そ
の
理
由
の
一
つ
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
聖
武
の
難
波
行
幸
は
、
恭
仁
宮
か
ら
駅
鈴
や
内
外
印
（
天
皇
御
璽
と
太
政
官

印
）
を
取
り
寄
せ
、
諸
司
や
朝
集
使
ら
を
難
波
に
召
す
な
ど
、
長
期
に
わ
た

り
、
遷
都
に
移
行
す
る
可
能
性
の
高
い
こ
と
を
思
わ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
聖
武

は
、
二
月
二
十
四
日
「
三
嶋
路
を
取
り
て
紫
香
楽
宮
に
行
幸
す
」
と
『
続
紀
』

に
み
え
、
に
わ
か
に
難
波
を
去
る
。
こ
の
あ
た
り
の
経
過
は
よ
く
知
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

い
る
し
、
私
も
か
つ
て
詳
論
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
省
略
す
る
が
、
聖
武
が

難
波
を
離
れ
た
あ
と
太
上
天
皇
元
正
と
左
大
臣
橘
諸
兄
が
難
波
に
残
り
、
二

月
二
十
六
日
に
橘
諸
兄
が
勅
を
宣
し
て
、
「
今
、
難
波
宮
を
以
て
定
め
て
皇

都
と
為
す
」
と
言
っ
た
と
い
う
『
続
紀
』
の
記
事
は
は
な
は
だ
興
味
深
い
。

と
い
う
の
は
前
述
し
た
天
平
十
五
年
五
月
五
日
に
皇
太
子
が
五
節
の
舞
を
舞

っ
た
と
き
の
宣
命
も
、
聖
武
の
詔
に
よ
っ
て
諸
兄
が
奏
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
場
合
は
宣
命
は
太
上
天
皇
に
奏
上
さ
れ
、
今
回
の
宣
は
天
下
の
百

姓
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
諸
兄
の
傍
ら
に
太
上
天
皇
が
い
る
の
は
十
カ

月
前
の
五
節
の
舞
の
時
と
同
様
で
あ
る
。
諸
兄
と
元
正
太
上
天
皇
の
発
し
た

遷
都
の
詔
は
、
天
平
十
五
年
五
月
の
諸
兄
の
奏
し
た
聖
武
の
宣
命
の
延
長
上

に
あ
る
。
難
波
に
残
留
し
た
諸
兄
と
元
正
と
は
、
聖
武
は
諸
般
の
事
情
の
た

め
に
難
波
を
去
っ
た
が
、
難
波
遷
都
こ
そ
天
武
回
帰
を
願
う
聖
武
の
本
意
で

あ
る
と
信
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
元
正
ら
の
願
い
は
実
現
せ
ず
、
彼
女
は
同
年
十
一
月
に
甲
賀
宮
（
紫
香
楽

宮
に
同
じ
）
に
幸
し
、
翌
十
七
年
に
は
甲
賀
宮
も
廃
さ
れ
て
、
五
月
聖
武
は

平
城
宮
に
帰
る
。
し
か
し
勿
論
、
難
波
宮
は
桓
武
天
皇
の
延
暦
年
間
ま
で
維

持
さ
れ
、
難
波
の
繁
栄
は
続
く
の
で
あ
る
。
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交
通
・
経
済
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
八
世
紀
の
難
波
の
栄
え
は
七
世
紀
以

来
一
貫
し
て
お
り
、
い
っ
か
ら
を
難
波
の
第
五
番
目
の
画
期
と
す
る
か
は
む

ず
か
し
い
が
、
政
治
的
な
観
点
を
加
え
る
な
ら
ば
、
難
波
宮
再
興
の
た
め
に

藤
原
宇
合
が
知
造
難
波
宮
事
に
任
命
さ
れ
た
神
亀
三
年
以
後
と
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
特
色
は
天
武
朝
へ
の
回
帰
に
あ
る
と
し
た
い
。

　
さ
き
に
私
は
天
武
朝
に
お
け
る
第
四
の
画
期
の
特
色
を
軍
事
的
性
格
に
あ

る
と
し
た
（
二
三
ペ
ー
ジ
）
。
八
世
紀
の
難
波
に
つ
い
て
述
べ
る
の
に
、
今
ま

で
外
交
お
よ
び
軍
事
の
問
題
に
触
れ
な
か
っ
た
が
、
天
武
朝
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
奈
良
時
代
も
、
聖
武
朝
に
は
い
っ
て
外
交
関
係
が
緊
張
し
て
く
る

の
で
あ
る
。
そ
の
発
端
は
七
世
紀
末
以
来
の
中
国
東
北
地
方
（
旧
満
州
）
東

南
部
に
お
け
る
渤
海
の
興
隆
で
あ
る
。
渤
海
は
勢
力
を
朝
鮮
半
島
北
部
に
ひ

ろ
げ
、
神
亀
四
年
に
は
じ
め
て
使
者
を
日
本
に
送
っ
た
。
使
者
は
同
年
十
二

月
に
入
朝
し
、
翌
五
年
正
月
国
書
を
奉
呈
し
て
隣
国
と
し
て
親
交
を
結
ぶ
こ

と
を
申
し
入
れ
た
。
渤
海
は
新
羅
と
の
対
抗
上
、
日
本
の
武
力
援
助
を
望
ん

　
　
　
ね
　

で
い
た
の
で
あ
る
。
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
に
は
、
天
平
三
年
（
七
三
こ

に
あ
た
る
聖
徳
王
三
十
年
四
月
、
「
日
本
国
の
兵
船
三
百
艘
、
海
を
越
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

我
が
東
辺
を
襲
う
」
と
あ
る
。
石
母
田
正
氏
や
山
本
幸
男
氏
の
推
定
す
る
よ

う
に
、
渤
海
の
働
き
か
け
の
結
果
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
抗
争
の
あ
と
、
新
羅
も
日
本
も
と
も
に
相
手
国
に
使
者
を
送
る
。
新

羅
の
使
者
は
天
平
四
年
五
月
に
入
朝
し
て
、
来
航
の
期
を
三
年
に
一
度
と
定

め
、
六
月
に
帰
国
す
る
。
日
本
の
使
者
は
八
月
十
一
日
に
帰
っ
て
く
る
。
朝

廷
に
帰
還
の
報
告
を
し
た
日
付
は
『
続
紀
』
に
み
え
な
い
が
、
こ
の
日
が
そ

れ
に
当
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
六
日
後
の
八
月
十
七
日
に
東
海
・
東
山
・
山
陰

・
西
海
の
四
道
に
節
度
使
が
任
命
さ
れ
る
の
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
者
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
遣
新
羅
使
の
報
告
の
結
果
と
み
て
よ
か

ろ
う
。
朝
廷
は
新
羅
に
対
し
て
警
戒
の
必
要
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
節
度
使

任
命
と
同
日
に
遣
唐
使
が
任
命
さ
れ
る
の
も
、
新
羅
と
の
関
係
が
緊
張
す
る

の
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
新
羅
と
対
立
関
係
に
は
い
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
唐
の
了
解
を
求
め
る
こ
と
が
、
こ
の
使
節
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

　
第
五
の
画
期
の
特
色
と
し
て
「
天
武
朝
へ
の
回
帰
」
を
挙
げ
た
が
、
そ
れ

は
単
な
る
憧
憬
や
希
望
で
は
な
く
、
天
武
朝
が
国
際
的
・
軍
事
的
緊
張
の
も

と
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
聖
武
朝
も
同
じ
情
況
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

難
波
宮
の
再
興
は
そ
う
し
た
情
勢
の
も
と
に
進
め
ら
れ
た
。
新
羅
使
を
迎
え

る
た
め
に
も
難
波
に
は
壮
麗
な
宮
殿
が
必
要
で
あ
っ
た
。
節
度
使
任
命
の
翌

月
（
天
平
四
年
九
月
）
に
石
川
郡
夫
が
造
難
波
宮
長
官
に
任
じ
ら
れ
た
の
も
、

こ
の
観
点
か
ら
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
翌
十
月
に
始
め
て
造
客
館
司

が
置
か
れ
る
の
も
同
様
で
あ
る
。

む
す
び

　
以
上
、
五
世
紀
以
後
の
難
波
の
歴
史
を
五
つ
の
画
期
に
分
け
て
論
じ
た
。

そ
の
各
画
期
の
時
期
と
特
色
を
改
め
て
記
す
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
第
一
の
画
期
。
五
世
紀
中
葉
前
後
、
経
済
的
発
展
。
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第
二
の
画
期
。
六
世
紀
末
以
後
三
十
余
年
の
推
古
朝
、
外
交
上
の
要
地
。

　
第
三
の
画
期
。
七
世
紀
中
葉
の
孝
徳
朝
、
政
治
の
中
心
。

　
第
四
の
画
期
。
七
世
紀
後
半
の
天
武
朝
、
軍
事
的
性
格
。

　
第
五
の
画
期
。
八
世
紀
の
第
二
四
半
期
の
聖
武
朝
、
天
武
朝
へ
の
回
帰
と

国
際
的
緊
張
。

　
こ
の
よ
う
に
書
き
な
ら
べ
て
み
る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
難
波
の
歴
史

は
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
痛
感
す
る
。
第

一
の
画
期
の
特
色
と
し
て
あ
げ
た
経
済
的
発
展
は
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
国

内
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
こ
の
時
期
は
い
わ
ゆ
る
倭
の
舌
長
の
時
代

で
、
国
際
関
係
の
展
開
が
難
波
の
歴
史
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

　
も
う
一
つ
感
ず
る
の
は
、
桓
武
朝
に
難
波
宮
が
廃
さ
れ
た
理
由
が
理
解
し

や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
桓
武
天
皇
の
即
位
が
天
日
系
の
朝
廷
か
ら
天
智
系
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

朝
廷
へ
の
転
換
を
意
味
す
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
延
暦
三
年
（
七

八
四
）
長
岡
宮
が
造
営
さ
れ
る
と
、
ま
ず
廃
さ
れ
た
の
が
難
波
宮
で
あ
っ
た

の
は
、
再
興
難
波
宮
（
後
期
難
波
宮
）
が
第
三
節
に
詳
論
し
た
よ
う
に
、
天
武

朝
回
帰
を
意
図
し
て
造
営
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
難
波
宮
は
廃
さ
れ
て
も
難
波
津
は
な
お
活
動
を
つ
づ
け
、
難
波
の
歴
史
は

平
安
時
代
に
も
存
続
す
る
が
、
古
代
難
波
の
繁
栄
は
八
世
紀
末
で
転
機
を
迎

え
た
。
古
代
難
波
史
論
も
こ
こ
で
筆
を
止
め
る
こ
と
と
す
る
。

注（
1
）
積
山
洋
・
南
秀
雄
「
ふ
た
つ
の
大
倉
庫
群
」
（
直
木
孝
次
郎
・
小
笠
原
好
彦

　
編
『
ク
ラ
と
古
代
王
権
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
一
年
）
。

（
2
）
直
木
孝
次
郎
「
難
波
津
と
難
波
の
堀
江
」
（
前
掲
『
ク
ラ
と
古
代
王
権
』
）
。

（
3
）
日
下
雅
義
「
難
波
津
の
位
置
を
め
ぐ
っ
て
」
（
同
氏
『
古
代
景
観
の
復
原
』

　
中
央
公
論
社
、
一
九
九
↓
年
）
。

（
4
）
直
木
孝
次
郎
、
注
（
2
）
論
文
。

（
5
）
こ
の
大
倉
庫
群
に
つ
い
て
は
、
注
（
1
）
に
あ
げ
た
『
ク
ラ
と
古
代
王
権
』

　
を
参
照
さ
れ
た
い
。
『
大
阪
府
史
』
第
二
巻
第
三
章
第
三
節
（
一
九
九
ケ
年
）

　
に
も
中
尾
芳
治
の
考
察
「
五
世
紀
の
大
型
建
物
群
」
が
あ
る
。

（
6
）
直
木
孝
次
郎
「
難
波
の
発
展
」
（
『
大
阪
府
史
』
第
二
巻
第
一
章
第
四
節
第
2

　
項
）
、
同
「
大
化
以
前
の
難
波
」
（
『
大
阪
市
史
』
第
一
巻
、
第
五
章
第
一
節
、

　
一
九
八
八
年
）
。
同
「
孝
徳
朝
の
難
波
宮
　
　
小
郡
宮
を
中
心
に
　
　
」
（
『
難

　
波
宮
と
難
波
津
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
↓
九
九
四
年
）
。

（
7
）
こ
の
こ
と
は
直
木
孝
次
郎
「
大
化
改
新
私
見
」
（
『
難
波
宮
と
難
波
津
の
研
究
』

　
注
（
6
）
）
で
も
述
べ
た
。

（
8
）
直
接
に
は
孝
徳
天
皇
と
中
大
兄
皇
子
と
の
対
立
が
原
因
だ
が
、
難
波
遷
都
を

　
主
導
し
た
中
大
兄
が
八
年
後
に
な
ぜ
大
和
へ
帰
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
か
が
疑

　
問
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
難
波
遷
都
を
主
導
し
た
の
は
実
は
中
大
兄
で
は
な
く
、

　
孝
徳
で
あ
っ
た
と
す
る
意
見
も
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
私
は
八
年
の
間
に
東

　
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
が
緊
迫
の
度
を
加
え
、
さ
き
に
難
波
遷
都
を
主
張
し
実
行

　
し
た
中
大
兄
も
、
海
辺
に
都
を
置
く
こ
と
の
危
険
を
感
じ
た
こ
と
が
、
大
和
へ

　
の
遷
都
の
理
由
と
考
え
る
。

（
9
）
直
木
孝
次
郎
「
百
済
滅
亡
後
の
国
際
関
係
」
（
『
朝
鮮
学
報
』
］
四
七
、
一
九

　
九
三
年
）
。

（
1
0
）
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
の
文
武
王
十
一
年
七
月
条
の
安
東
都
護
府
都
護
醇
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仁
貴
に
あ
て
た
文
武
王
の
報
書
の
中
に
、
「
又
消
息
を
通
じ
て
云
う
、
国
家
（
唐

　
を
指
す
）
船
艘
を
修
理
し
、
外
倭
国
を
征
伐
す
る
に
託
し
、
其
の
実
新
羅
を
打

　
た
ん
と
欲
す
。
（
下
略
）
と
」
と
あ
る
。
唐
が
日
本
攻
撃
を
計
画
し
て
い
た
可

　
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
松
田
好
弘
「
天
智
朝
の
外
交
に
つ
い
て
」
（
『
立
命
館
文

　
学
』
四
一
五
－
四
一
七
合
併
合
、
一
九
八
0
年
）
。

（
1
1
）
直
木
孝
次
郎
「
近
江
朝
末
年
に
お
け
る
日
唐
関
係
」
（
『
古
代
日
本
と
朝
鮮
・

　
中
国
』
講
談
社
、
一
九
八
八
年
）
。

（
1
2
）
朝
廷
首
脳
部
の
メ
ン
バ
ー
は
交
替
す
る
が
、
天
智
十
年
正
月
に
大
錦
下
を
授

　
け
ら
れ
た
半
群
紹
明
は
、
天
武
二
年
半
六
月
に
没
し
た
と
き
、
天
武
は
恩
を
降

　
し
て
外
小
紫
位
を
贈
っ
た
こ
と
が
『
書
紀
』
に
み
え
る
。
百
済
系
の
官
人
は
天

　
智
朝
か
ら
天
中
朝
へ
そ
の
ま
ま
勤
務
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
1
3
）
『
書
紀
』
天
武
十
年
十
二
月
十
日
条
に
「
小
錦
下
河
辺
臣
子
首
を
筑
紫
に
遣

　
し
て
、
新
羅
の
客
忠
平
を
饗
す
」
と
あ
る
。

（
1
4
）
田
村
円
澄
氏
は
、
天
武
朝
に
来
日
し
た
新
羅
の
使
者
の
な
か
に
は
「
六
六
八

　
年
（
天
武
六
）
三
月
に
入
京
し
た
清
平
ら
の
例
も
あ
る
が
、
し
か
し
筑
紫
に
と

　
ど
ま
り
、
こ
こ
で
用
務
を
す
ま
し
、
饗
を
う
け
て
帰
国
す
る
の
が
例
で
あ
っ
た
。

　
　
（
中
略
）
ア
ス
カ
の
宮
廷
で
は
、
新
羅
の
使
者
を
難
波
な
い
し
飛
鳥
に
迎
え
る

　
こ
と
は
考
慮
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
」
（
「
大
宰
府
前
史
小
論
」
『
九
州
文
化
史

　
研
究
所
紀
要
』
二
一
号
、
一
九
七
六
年
）
と
い
う
。
し
か
し
二
年
八
月
、
四
年

　
四
月
、
八
年
正
月
の
使
者
は
入
京
し
た
よ
う
で
、
田
村
説
は
成
り
た
た
な
い
。

　
な
お
、
新
羅
の
清
平
を
京
に
召
し
た
天
武
六
年
三
月
は
六
七
七
年
で
あ
る
。
田

　
村
氏
の
文
に
は
誤
植
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
酒
寄
雅
志
氏
は
、
天
武
の
朝
廷

　
の
新
羅
使
へ
の
対
応
に
は
天
武
元
年
か
ら
十
年
ま
で
の
間
、
二
つ
の
形
態
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
リ

　
り
、
「
一
つ
は
新
羅
遣
日
使
送
使
お
よ
び
進
調
使
・
高
句
麗
人
使
を
筑
紫
で
饗

　
応
し
た
だ
け
で
帰
国
さ
せ
て
い
る
が
、
も
う
一
つ
は
賀
騰
極
使
・
王
子
・
請
政

　
使
等
の
入
京
を
許
す
と
い
う
形
態
で
あ
る
」
（
「
七
・
八
世
紀
の
大
宰
府
」
『
国

　
学
院
雑
誌
』
八
O
I
＝
、
一
九
七
五
年
）
と
す
る
。
考
察
は
精
密
に
な
っ
て

　
い
る
が
、
天
武
八
年
ま
で
の
新
羅
使
は
送
使
を
除
い
て
す
べ
て
入
京
し
て
お
り
、

　
二
つ
の
形
態
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
な
ぜ
天
武
十
年
以
後
入
京
を
認

　
め
な
く
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
「
外
国
正
使
を
飛
鳥
宮
に
迎
え
入
れ
る
こ
と

　
の
で
き
な
い
内
部
的
状
況
も
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
述
べ
る
だ
け
で
不
十
分
で
あ

　
る
。

（
1
5
）
池
内
宏
「
高
句
麗
滅
亡
後
の
遺
民
の
叛
乱
及
び
唐
と
新
羅
の
関
係
」
（
『
満
鮮

　
史
研
究
』
上
世
第
二
冊
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）
。

（
1
6
）
四
等
官
の
長
官
を
表
す
の
に
大
夫
の
語
を
用
い
る
の
は
大
宝
令
制
に
は
じ
ま

　
る
と
考
え
ら
れ
る
。
直
木
孝
次
郎
「
大
宝
令
前
官
制
に
つ
い
て
の
二
、
三
の
考

　
察
」
（
井
上
光
貞
博
士
退
官
記
念
会
編
『
古
代
史
論
叢
』
中
巻
、
一
九
七
八
年
）
。

（
1
7
）
　
蘇
我
姪
娘

＝

元
明

再
草
壁
　
　
　
＝
一
聖
武

　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
i
孝
謙

　
　
　
　
　
　
　
　
光
明
子

　
　
　
　
　
（
『
大
阪
府
史
』
第
二
章
第
四
節
、

29

甕lili＝
天
武

藤
原
不
比
等
畠
r

（
1
8
）
山
本
幸
男
「
難
波
宮
の
消
長
」

一
九
九
〇

　
年
）
。

（
1
9
）
直
木
孝
次
郎
「
天
平
十
六
年
の
難
波
遷
都
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
飛
鳥
奈
良
時
代

　
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
）
。

（
2
0
）
山
本
幸
男
「
聖
武
朝
の
難
波
宮
再
興
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
二
五
九
、
一
九

　
八
八
年
）
。

（
2
1
）
石
母
田
正
「
国
家
成
立
史
に
お
け
る
国
際
的
契
機
」
（
『
日
本
の
古
代
国
家
』
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第
一
章
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）
、
山
本
幸
男
「
聖
武
朝
の
難
波
宮
再
興
」

　
　
（
注
（
2
0
）
論
文
）
。

（
2
2
）
直
木
孝
次
郎
「
難
波
宮
の
停
止
と
和
気
清
麻
呂
」
（
『
難
波
宮
と
難
波
津
の
研

　
究
』
注
（
6
）
）
。
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追
記

　
1
。
注
（
1
4
）
で
取
り
あ
げ
た
天
武
八
年
か
ら
持
統
六
年
ま
で
新
羅
の
使
者
が
入

　
　
京
し
て
い
な
い
問
題
は
、
田
島
公
氏
も
論
文
「
外
交
と
儀
礼
」
（
岸
俊
男
編
『
日

　
　
本
の
古
代
』
7
、
中
央
公
論
社
　
一
九
八
六
年
）
で
考
察
を
加
え
、
「
こ
の
よ

　
　
う
な
政
策
の
原
因
の
一
つ
は
外
国
使
が
畿
内
に
入
る
こ
と
を
制
限
し
、
国
家
の

　
　
外
交
権
を
皇
権
の
も
と
に
確
立
し
よ
う
と
し
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ

　
　
る
」
と
す
る
。
し
か
し
な
ぜ
そ
の
政
策
が
天
武
八
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
か
は
、

　
　
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　
2
．
二
七
ペ
ー
ジ
下
段
で
、
天
平
四
年
十
月
に
造
客
館
司
が
置
か
れ
た
こ
と
に
論

　
　
及
し
た
が
、
こ
の
造
客
館
司
は
平
城
京
内
の
客
館
の
造
営
に
当
る
官
司
と
す
る

　
　
説
が
あ
る
。
或
い
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
摂
津
、
お
そ
ら
く
難
波
に
も
客

　
　
館
（
鴻
櫨
館
）
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
一
年
十
月
戊
子

　
　
（
九
日
）
条
に
み
え
る
。

30


